
シリーズ「千葉から日本社会を考える」

参議院選挙後・令和の時代の日本の課題とは？
平成「政治・行政改革」後の「自治」を考える

島根県立大学名誉教授　井上　定彦

７月に参議院選挙が終わった。この政治状況の

ままでいいのだろうか、と思ってきた人々（自分

を含む）からみると、辛くも土俵際で踏みとどまっ

た感もないではない。「安倍改憲にノー」と考え

たものからみれば、参議院３分の１の議席数はぎ

りぎりのところで維持できたということでもある

が、到底ひと安心というわけにはいかない。実際

には維新の党の議席増などもあり、もともと少数

派であるまとまりの悪い野党側の状況があるから

だ。これまでの圧倒的な優位をほぼ維持した安倍

内閣は、これからは来年夏の東京オリンピック後

をにらんでいかなる政権運営を構想していくのだ

ろうか。それにしても、今回の参議院選挙は戦後

二番目の低い投票率（48%程度、1995年の参議院

選挙以来）で、与野党の論戦についても筆者から

みれば低調であったと評さざるをえない。

本当に政治課題、経済課題、社会課題がそれほ

どない、というならよいのだが、人々がそのよう

に考えて投票に行かなかったというわけでもなさ

そうだ。迫りくる人口減少・少子高齢社会と自分

の暮らしと地域への影響、停滞したままなのに人

手不足の続く経済、対中国、対ロシアとの外交関

係の悪化、それどころか親しい関係であるべき韓

国との政治紛争、世界の悪役を地でゆくトランプ

米政権にひたすら御機嫌をとる役に徹している政

府のあり方。いずれもなんとなく「へんだな」と

は皆は思っておられるのではないか。けれども安

倍政権の「やっている」感があり（成果はなくと

も）、目の前では野党の側はまとまりが悪く、明

確な選択肢がみえなかったということなのかもし

れない。

こういうときには、自分は映画のカメラが視野

をひろげるためにやる手法、「ズームを引く」と

いうことで考えるようにしている。

■平成の「政治改革」をふりかえる

少し前、ある新聞で行政マンなら多くのものが

知っている石原信雄さんの自伝風の「履歴書」が

連載された。彼は1987年の竹下政権から、1995年

の村山連立内閣のはじめまで足かけ８年、７つも

の内閣で事務方トップとして内閣官房副長官をつ

とめた。これは、すなわち昭和の終わりから平成

の最初の７年間にかけて、行政マンとしての積み

上げた見識を生かして政治の現場で働いてきたこ

とになる。良くも悪くも平成30年間の基礎的枠組

みづくりの時期に立ち会っている。当時は「省益

あって国益なし」、首相を含め政治の主導性を発

揮できない政治システムの改革がすすめられるの

は当然だと考えておられたと思う。その方が、逆

に現状について官邸一極集中、政治主導が強まっ

ていることに、批判的な見解をのべているのだ。
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おそらくは、森友・加計学園問題のように国有財

産がひどい安値で払い下げられ、財務省職員の一

人が自殺に追い込まれたのに、刑法を含む公法上

で国民に対し誰も明確に責任をとったものがいな

いようだ、そんなことはありえないはずだ。この

ことも含むのかもしれないが、石原信雄さんはこ

のようにのべる。「有力政治家に忖度して行政の

公正性・中立性がおかされるのは民主主義の後退

で、危険なことだ」注）、また「平成を通じて目立っ

てきたのが政治の劣化である」ともいう。

平成の政治を省みるには、その枠組みが準備さ

れはじめた昭和の政治との対比でみることにな

る。昭和の最後の時期あるいは平成最初の時期と

いうのは、自民党一党支配と「政・官・財」癒着

の政治のあり方に強い批判が集まった時期だっ

た。政治批判は、まずは自民党政治に向けられ、

強固な基盤を誇ったこの政党においても、当時の

幹事長の小沢一郎をはじめ大分裂していった。建

設業界、農協、郵政をはじめとした支持基盤も揺

らぎ始めた。新党「さきがけ」も日本新党もそれ

までの自民党からの離党・脱党から広がっていっ

た。そもそも「政治改革」ということ自体も、自

民の「政治改革大綱」（平成元年1989年）に由来

するところが大きいのだ。そこには消費税導入と

それに反発する世論、自民党の大幅議席減、代わっ

て諸野党の議席増に加えて、いくつかの政党が連

携すればつまり連立が組めれば数十年にわたる自

民長期政権が崩せるはずだ、との志向が強まって

いた。そして実際に1993年には細川（野党）連立

政権が成立した。その後もさまざまな組合せが

あったが、今日にいたるまで連立政権時代が続き

（自民が大きな位置を占め続けたとはいえ）、その

あといったんは民主党を軸とした本格的な非自

民政権も誕生した（2009年～ 2012年政権として

安定性を欠いたとはいうものの）。そして最後に

2012年末から、いまや７年になろうとする「安倍

自民党長期政権」となったわけである。

話しをもどすと、その平成はじめの時期の「改

革」というのは、当時の日本の課題として政治腐

敗打破・政治倫理確立が中心的課題とされ、その

手法として多額の政治資金がかかり腐敗を生みが

ちなそれまでの選挙制度（中選挙区制度の改革）

と政党の資金規制強化あるいはそれ実現するため

の政党交付金（公的助成）制度がとり上げられた。

そのとき同時に、日本の長期的あり方として政権

交代が可能な「二大政党」の実現が望ましいので

はないかということが、いつの間にか問わず語ら

ずの目標として目指されることとなっていた。だ

から、与野党にわたってこれらの政治諸課題と、

強すぎると考えられた中央省庁の行政改革が共通

した課題として取り上げ続けられることになった

のである。

そして「政治改革」を使命に掲げる細川内閣の

もとで、1小選挙区比例代表並立制、2政党交付

金の導入を柱とする政治改革四法が準備され、羽

田連立政権、村山自・社連立政権にかけて順次成

立していくことになった。

■「官邸主導型政治」の起源、並行した
　「分権改革」のはじまり

さらに、村山首相の降板（1996年はじめ）のあ

との橋本連立内閣の時には、中央省庁再編・統合

が実行に移される順番となった。大蔵省は、1997

年にはおもに金融界との癒着腐敗問題で集中的に

たたかれ、その権限の抑制が求められることに

なった。というのも大蔵省というのは、ながらく

省庁のなかの省として予算案策定、事務次官会議
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を含め多くの行政機構をとりまとめる位置にあっ

た。経済政策についても財政政策と金融政策を

もって実質的に動かしうる立場にあり、加えて直

轄の公社・現業の機関と日本銀行、証券業界等も

その直接的な影響下においていた。また建設省、

運輸省、郵政省についても、関連する大規模事業

団体を抱え、いわば利権の強い省庁であるとのイ

メージがあった。自治省はその本体だけでなく、

全国の地方公共団体の長として「上・下」の関係

として君臨しているとみられていた。大蔵省につ

いては、日銀の独立性の強化（日銀法改正、1998

年）、金融行政の一部分離（金融監督庁・金融庁）

が進められた。そして、戦後ながらく続いていた

中央省庁が一府22省庁から一府12省庁に再編・統

合されることになった（2000年）。官界では、そ

のような再編成によりパニック的状況がつくりだ

されることとなった（そのなかで通産省のみは経

産省として「焼け太り」といわれた）。

この眼目には、「縦割り行政をなくし、効率化・

スリム化、内閣機能を強める」ということが置か

れていたが、今日的にみれば、少なくとも前者に

ついては疑問に思われるだろう。また「21世紀に

求められる国家機能」について、行政の簡素化、

政治の指示にもとづくかぎりでの企画・政策実務

機能に限定、実施機関の切離し（中曽根臨調改革

時代の三公社・五現業の民営化に続く）という方

向が示されていた。

独立行政法人通則法（2000年）によって、実施・

実務機関、研究機関は順次独法化されていった。

国立大学（2004年から）をはじめ研究機関につい

ても法人化も進められた。

いま考えると、独立行政法人化は、本省の定員

削減管理の側面があり、その分だけ組織の「スリ

ム化」に貢献しているかもしれない。しかし、は

たして国公立大学や研究機関のように研究や教育

をめぐるものについてはどうであっただろうか。

長期にわたり質が問われるようなこの分野に、第

三者が外形的な尺度（たとえば論文点数）で、ど

こまで評価しうるのであろうか。民間的手法と称

して、権限をトップ（理事長・学長など）に集中

するような運営手法（それまでの教授会権限の制

限・剥奪など）でよいのであろうか。ここへの交

付金をあらかじめ一定率ずつ削減する枠組みを課

して常勤研究員・教職員を減らしつづけたことが、

はたして21世紀の日本の高等教育研究機関の機能

を高めることにつながるのであろうか。大学・大

学院、研究機関には「Excellence=卓越性」が求

められてきたはずなのである。

これらを含めて、かつて強大であった各省庁の

権限を弱められ、代わって首相と内閣にはその事

務局としての内閣府が巨大化・強大化して支える

ことになった。首相官邸の権限が大幅に強化され、

内閣府には各省の部長職級までの人事権が集めら

れた。各省庁は挙って有力な官僚を内閣府にそこ

に送り込むようになったのである。これが政治主

導ならぬ官邸主導型政治成立のプロセスであり、

そこから今日のような「忖度」行政が生まれるこ

とになった。石原氏が「行政の中立性・公正性」

を懸念するのには根拠があるわけだ。

かつては、中央省庁の官僚群は人材育成機関と

しても優遇され、世界的な視野で総合判断・戦略

判断を行える人物が各省ともに系統的に育ってき

ていたように思う。いわば国のシンクタンク機能

を合わせもつことが、（権力の肥大という負の側

面をもちつつも）その存在理由ともなっていた。

現在から省みると、政治家主導ということは当然

であるとしても、その政治家がかつての官僚以下

あるいはとてもそこにも届かない程度の「人気取
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り」「ポピュリスト」（世襲議員多数）政治家になっ

てしまい、有能な官僚が生かされない、あるいは

はずされてしまうというようなことが起こっては

いないであろうか。

■「分権改革」の本流とは？
平成の「政治改革」と「行政改革」は、ここに

いたって懸念されることが増えてきたように感じ

られる。そのなかでやや「光」にあたる部分が大

きい分野がないではない。「分権改革」はそのひ

とつであったように思う。かつての国と地方公共

団体は、「上」と「下」の関係、主と従の関係が

戦前から引き継がれてきた中央集権国家の特徴が

刻印されていた。県と市町村の関係においてもそ

のようなことがいえるだろう。抽象的には、この

上下の関係を対等・平等の関係に変えられるかも

しれない、地方分権型行政システム（住民を基本

にした総合的な行政システム）を築いてゆけるの

かもしれない、という志向が強まったという意義

はあったといえるのではないか。

1995年からの地方分権推進法以降５年の第一次

分権改革は、1国の機関委任事務の廃止、2国の

関与の新しいルールの創設、3権限移譲、4条例

による事務処理特例制度の創設（県から一部権限

を市町村に移譲する）などを柱として、具体的に

は2001年の地方分権一括法によって地方公共団体

の自主性をひろげてゆく道をつけたように思う。

第二次分権改革は地方分権推進委員会（丹羽委員

長）の勧告、1地方に対する規制緩和、2国から

地方への事務・権限の移譲、3都道府県から市町

村への事務・権限の移譲、4国と地方との協議の

場の設定を示した。これらを民主党政権も受け継

ぎのばそうとした。これによって明治以来の「中

央集権国家」の構造が、少しずつではあっても修

正を迫るも動きとして平成期を位置づけることも

可能なのかもしれない。

しかし、その間、小泉内閣の「三位一体改革」

（国庫補助負担金改革・税源移譲・地方交付税改革）

と全国的な市町村合併（3,200自治体が1,700程度

へ縮減）も進んだ。したがって、これらの大きな

制度改革の嵐の中でと、もともとの「官から民へ」

「国から地方へ」という正当な問い返しがどこま

ですすんだと評価さるべきなのか。

いまや、第二次安倍政権下では約30年に及ぶ「分

権改革」はもはや停滞から見直しの局面、あるい

は逆流の局面に入りつつあるとみるものも少なく

ない。

この間に進んだ日本の社会変容、人口減少社会

への移行、少子高齢社会、家族規模の縮小、単身

世帯比率の上昇、孤立化、のような「内部からの

変化」をふまえると、このような「分権改革」の

みでこの課題にどこまでこたえうるものか。必要

な行政改革の課題はないのか。迫られる社会戦略・

産業戦略はなかったのか。引き続く大都市への集

中、地方の過疎化・衰退、「福祉社会」構築の王

道とは何だろうか。これからあらためて問われて

いる課題なのかもしれない。

■保守政治の逆流に抗して「自治型社会」
　の構築を

細川政権成立時から数えて四半世紀にわたる平

成「分権改革」を振り返ると、ひとつだけたしか

なことがある。本筋としての、国民主権を生かす

ための場として、住民自治をささえ豊かにする自

治のあり方、すなわち「自治型社会」をめざし構

築してゆく、ということである。このことはこれ

からもずっと続く課題となったといえよう。

またこの間の政治は、1990年代から小泉政権前
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井上　定彦　プロフィール

社会環境学会、社会政策学会、日本平和学会、

日本労働ペンクラブ等の会員

専門　国際政治経済学、社会経済学、島根県

立大学名誉教授、千葉市在住

し、国防軍を置くとする憲法草案を公表している。

いまなお党是としているわけだ。第二次安倍政権

は、その流れのなかで国家秘密保護法、安保関連

法を成立させ、次の憲法改正にのぞもうとしてい

るということなのである。明らかに自民党の重心

が大きく「右」に傾いているのだ。しかも、その

とき世界の政治潮流はそれまでのグローバリズム

への反動としてのネオ・ナショナリズムあるいは

ポピュリズムの台頭、派手な演出をするトップ政

治家の台頭が著しい。いま先頭に立つのがいうま

でもなく米トランプ政権である。西欧社会の分裂

も厳しい。日本はアジアで孤立し、近しい友とす

べき韓国とまで貿易紛争をかきたててよいのだろ

うか。外国人労働者の受入れ拡大も決めた日本で

ある。

「自治型社会」の構築は、いつも新しい「永久

革命」なのである。
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（2000年頃）までの期間は、政権の流動状態には

あったが、自民党内の政治潮流においても「保守

＋リベラル」が優勢であった。1993年の慰安婦問

題に関わる河野洋平官房長官談話、1995年の日本

の植民地支配と侵略に関する「村山談話」への賛

同、一連の政治改革、分権改革に協力し、前に進

めた政治家として、宮沢喜一、後藤田正晴、橋本

龍太郎、野中広務、加藤紘一、福田康夫、与謝野

馨などが想起される。いずれも保守リベラル派の

政治家としてみることができよう。

しかし、すでに橋本政権時代から、自民党のな

かには別の動きの台頭があった。「日本会議」に

賛同し、靖国公式参拝を主張するタカ派＝反動派

の勢力拡大である。2005年の第一次安倍政権は「戦

後レジームの転換」を主張した。また、民主党政

権時代の2012年には、自民党として現行憲法の

「国民主権、平和主義、基本的人権」を含めた前

文を全面的に書換えたうえで、天皇を国家元首と
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